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連絡先  自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 
        ＴＥＬ ０３-５２５３-８１１１内線４２３５３ 
ｱﾄﾞﾚｽ : http://www.mlit.go.jp 

 
リコール届出一覧表 

                                                          リコール届出日：平成 23 年 2 月 3 日 
リ コ ー ル 届 出 番 号 ２７０４ リコール開始日 平成 23 年 2 月 4 日

届出者の氏名又は名称
 三菱ふそうトラック・バス株式会社       問い合わせ先:お客様相談センター

 取締役社長  アルバート・キルヒマン                    TEL 0120-324-230 
不具合の部位(部品名) 原動機（フライホイールリングギヤ） 

基準不適合状態にあると

認める構造、装置又は性能

の 状 況 及 び そ の 原 因

大型路線バスにおいて、フライホイールリングギヤの強度が不足しているため、
アイドリングストップ＆スタートシステムによるエンジンの始動を頻繁に行うと、
当該ギヤ端部が破損してエンジンの再始動が出来なくなり、最悪の場合、欠落した
ギヤの破片がフライホイールハウジングとリングギヤの間に噛み込んでフライ
ホイールハウジングに穴が開き、エンジンオイルが漏れるおそれがある。 

改 善 措 置 の 内 容 全車両、リングギヤとフライホイールを対策品に交換する。 

不 具 合 件 数 21 件 事故の有無 なし 

発 見 の 動 機 市場からの情報による。 

自動車使用者及び自動

車分解整備事業者に周

知 さ せるた め の措置

・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する｡ 
・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 
・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近

に No.2704 のステッカーを貼付する。 
 

車名 型式 通称名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 
リコール 

対象車の台数
備考 

三菱 

KL-MP33JK 

ふそう 
ｴｱﾛｽﾀｰ 

MP33JK-20003～MP33JK-20006 
平成 14 年 2 月 8日～平成 14 年 2 月 25 日 4 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ

ｽﾄｯﾌﾟ&ｽﾀｰﾄ
ｼｽﾃﾑ搭載車

KL-MP33JM 
MP33JM-20001～MP33JM-21016 

平成 12 年 5 月 29 日～平成 16 年 1 月 8日 122 

KL-MP35JK 
MP35JK-20004～MP35JK-30015 

平成 12 年 10 月 26 日～平成 17 年 2 月 15 日 100 

KL-MP35JM 
MP35JM-20002～MP35JM-32003 

平成 12 年 9 月 1日～平成 17 年 8 月 26 日 793 

KL-MP35JP 
MP35JP-20005～MP35JP-21034 

平成 12 年 9 月 6日～平成 16 年 3 月 10 日 7 

KL-MP37JK 
MP37JK-20001～MP37JK-31002 

平成 12 年 6 月 23 日～平成 16 年 8 月 24 日 351 

KL-MP37JM 
MP37JM-20002～MP37JM-31001 

平成 12 年 10 月 5 日～平成 17 年 8 月 19 日 300 

PJ-MP35JK 
MP35JK-23001～MP35JK-25034 

平成 16 年 9 月 10 日～平成 19 年 8 月 27 日 63 

PJ-MP35JM 
MP35JM-23002～MP35JM-25262 

平成 16 年 3 月 3日～平成 19 年 8 月 27 日 779 

PJ-MP35JP 
MP35JP-23003～MP35JP-25047 

平成 17 年 6 月 20 日～平成 19 年 6 月 15 日 15 

PJ-MP37JK 
MP37JK-23001～MP37JK-25078 

平成 16 年 9 月 8日～平成 19 年 8 月 2日 199 

PJ-MP37JM 
MP37JM-23002～MP37JM-25055 

平成 16 年 12 月 21 日～平成 19 年 8 月 28 日 130 

 (計 12 型式) (計 1 車種) 
（製作期間の全体の範囲） 

平成 12 年 5 月 29 日～平成 19 年 8 月 28 日 （計 2,863 台）  

備考）本件は、平成 16 年 9 月 15 日付け「届出番号 1222」によりリコール届出を行ったものですが、フライ
ホイールリングギヤに関する対策が不十分であったため、対象範囲を拡大し、新たに対策を行うものです。 

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 


